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相続税申告業務 料⾦案内 

 

【報酬算定基準】 

当事務所の相続税申告業務報酬は、基本報酬+加算報酬で算定されます。 

基本報酬 
遺産総額 報酬額 

1 億円以下 遺産総額×0.715％※ 
1 億円超 2 億円以下 遺産総額×0.605％+11 万円 
2 億円超 3 億円以下 遺産総額×0.495％+33 万円 
3 億円超 4 億円以下 遺産総額×0.44％+49.5 万円 
4 億円超 5 億円以下 遺産総額×0.33％+93.5 万円 
5 億円超 10 億円以下 遺産総額×0.22％+148.5 万円 

10 億円超 0.11%+258.5 万円 
※最低基本報酬額は 33 万円となります。 
 
加算報酬 
相続⼈が 2 ⼈以上の場合 基本報酬額×10％×（相続⼈の数−1） 
遺産の中に⼟地がある場合 1 評価単位につき 7.7 万円 
遺産の中に⾮上場株式がある場合 1 社につき 16.5 万円 
ご依頼が申告期限から 3 か⽉以内の場合 全体報酬額の 20％割増し 

 

【注意事項】 

1.) 上記表中の遺産総額は、⼩規模宅地等の特例・配偶者控除・⽣命保険⾦及び退職⼿当⾦
の⾮課税枠・借⼊⾦等の債務や葬式費⽤等を控除する前のプラス財産の総額をいいま
す。 
また、路線価地域にある⼟地については、正⾯路線価×地積×持分で計算します。 

2.) 上記報酬には、後⽇税務調査があった際の、調査対応報酬は含まれません。税務調査に
際し業務を⾏った場合には、別途報酬が発⽣します。 
なお、税務調査対応業務は、次のような業務が該当します。 

・ 税務調査⽴会 
・ 税務署に対する意⾒書の提出 
・ 不服申⽴て 
・ 修正申告書の作成 
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・ その他税務調査に関連して⾏った業務 
3.) 上記報酬には、未分割申告を⾏った場合の、分割後の修正申告・更正の請求に係る報酬

は含まれません。分割後の修正申告・更正の請求をご依頼される場合には、ご契約が必
要です。 

4.) 上記報酬には、以下の費⽤は含まれません（お客様のご負担となります）。 
・ ⼾籍謄本、住⺠票等の取得⼿数料 
・ 不動産評価に必要な公図や謄本等の取得⼿数料 
・ 銀⾏・証券会社等の残⾼証明書、預⾦取引明細の取得⼿数料 
・ 各資料の取得代⾏⼿数料 
・ 訪問や不動産現地調査の際の旅費交通費等の実費 
・ 相続登記の際の登録免許税 
・ 司法書⼠報酬 
・ 弁護⼠報酬 
・ 不動産鑑定⼠報酬 

5.) 以下の場合には、別途費⽤が必要な場合があります（事前に⾦額の⽬安をお伝えしま
す）。 
・ 遺産の中に海外財産が含まれている場合 
・ ⾮上場株式に合併・分割等の組織再編⾏為があった場合 
・ その他財産の評価が著しく複雑で、通常に⽐べて調査・検討等に⼤幅に作業⽇数を

要する場合 
6.) 申告期限から 2 ヶ⽉以内にご依頼の場合には、原則として期限後申告とさせて頂きま

す。ただし、期限内申告が可能と判断し、実際に期限内申告が⾏われた場合には、以下
の加算報酬が追加されます。 
・ 申告期限から 2 ヶ⽉以内の場合：全体報酬額の 35％割増し 
・ 申告期限から 1 か⽉以内の場合：全体報酬額の 50％割増し 
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【報酬算定例】 

・ 遺産総額 2 億 5000 万円 
・ 相続⼈ 3 ⼈ 
・ ⼟地評価数 2 
 

① 基本報酬 2 億 5000 万円×0.495％+33 万円＝156 万 7500 円 
② 加算報酬 相続⼈加算 156 万 7500 円×10％×（3 ⼈−1 ⼈）＝31 万 3500 円 

⼟地評価加算 7 万 7000 円×2＝15 万 4000 円 
加算報酬計 31 万 3500 円＋15 万 4000 円＝46 万 7500 円 

③ 報酬額計 ①＋②＝203 万 5000 円 
※相続申告期限 3 か⽉以内のご依頼の場合、上記③の報酬額に 20％が加算されます。 


